
（平成２４年１０月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 4496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係

る記録を昭和 53 年 11 月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 35年生 

 住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 53年 10月 25日から同年 11月 25日まで 

私は、Ａ社に、昭和 53 年８月 21 日に入社し、59 年１月 31 日に退職する

まで継続して勤務したにもかかわらず、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者記録が確認できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社からの回答等から判断すると、申立人は同

社に継続して勤務し（昭和 53 年 11 月 25 日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 53 年９月の記録から 10 万

4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によ

り、事業主が届け出た申立人の資格喪失日が前述の被保険者名簿の資格喪失日

と一致していることが確認できるところ、事業主は誤った届出を行ったことを

認めていることから、事業主が昭和 53 年 10 月 25 日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 10 月分の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係

る記録を昭和 53 年 11 月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

 住    所 ：  

           

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月 25日から同年 11月 25日まで 

私は、Ａ社に、昭和 53年８月 21日に入社し、平成 16年５月 31日に退職

するまで継続して勤務したにもかかわらず、申立期間について、厚生年金保

険の被保険者記録が確認できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社からの回答等から判断すると、申立人は同

社に継続して勤務し（昭和 53 年 11 月 25 日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 53 年９月の記録から 10 万

4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によ

り、事業主が届け出た申立人の資格喪失日が前述の被保険者名簿の資格喪失日

と一致していることが確認できるところ、事業主は誤った届出を行ったことを

認めていることから、事業主が昭和 53 年 10 月 25 日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 10 月分の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4498 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 108 万

5,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 25日 

    私は、平成 15 年７月からＡ社に勤務しており、給与（賞与）明細書等の

資料は所持していないが、17 年７月の賞与の支払いが行われているにもか

かわらず、標準賞与額の記録が無い。 

申立期間における標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述により、申立期間当時、

申立事業所に勤務していたことが確認できるとともに、Ｂ町が保管する「平成

17 年分給与支払報告書」及びＣ銀行から提供された申立人の銀行口座取引明

細表により、申立期間において、申立事業所から賞与の支払いを受け、厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標

準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、前述の「平成 17 年分給与

支払報告書」により推認できる厚生年金保険料控除額から、108 万 5,000 円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか



  

否かについては、Ａ社は既に廃業している上、当時の事業主とは連絡が取れず、

供述も得られないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 4499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を昭和 38 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を２万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月 31日から同年 11月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について確認したところ、申

立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

私は、Ａ社に昭和 38 年３月１日に入社し、40 年７月 31 日に退職するま

で継続して勤務していた。申立期間に同社において継続勤務していたこと

が確認できる在籍証明書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が発行した在籍証明書及び同社が提出した申立人に係る辞令簿から判断

すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38年 11月１日にＡ社から同社

Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿における昭和 38 年９月の記録から、２万 4,000 円と

することが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、Ｂ社は不明としているが、同社は、「申立人に係る辞令簿から

判断すると、申立期間に継続して勤務していたことは明らかなため、申立人の

異動時に申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日を誤って届け出た可能性



  

が高い。」と回答している上、事業主が資格喪失日を昭和 38年 11月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10 月 31 日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金  事案 4500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格

喪失日に係る記録を昭和 34 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月１日から 34年９月１日まで 

    昭和 32 年８月にＡ社に入社し、同社Ｃ支店に勤務した。43 年９月に退職

するまで同社に継続して勤務しており、途中で会社を休職したり一時退職

したりするようなことは無かったので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の被保険者記録、Ａ社Ｃ支店において申立期間当時に

申立人と同じ部署で同様の業務に従事していたとしている同僚の供述、当該

同僚が所持する給与明細書の記録及びＢ社本社が申立人の給与から厚生年金

保険料を控除していたと回答していることから判断すると、申立人は、申立

期間当時、申立事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿における資格喪失時の記録から、8,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社本社は、「資格喪失の届出について申立てどおりの届出を行っておら

ず、保険料についても納付していない。」と回答していることから、事業主が

昭和 33 年８月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当



  

時）は、申立人に係る同年８月から 34 年８月までの保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



  

福岡国民年金 事案 2605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成元年３月まで 

    私は、申立期間当時、Ａ事業所への勤務に引き続きＢ事業所に勤務してい

たが、被用者年金には加入していなかったため、昭和 61 年４月以降は、国

民年金及び国民健康保険に加入していた。国民年金保険料は、前年の収入額

に応じた金額を、納付書により郵便局等で前納していた。申立期間が国民年

金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年４月から国民年金及び国民健康保険に加入し、国民年

金保険料及び国民健康保険料を納付していたと主張するが、申立人は、加入手

続及び年金手帳の所持について記憶が定かではない上、申立期間を含め、申立

人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された記録は見当たらず、申立期間

は未加入期間であるため、納付書が発行されることは考え難く、申立人は、国

民年金保険料を納付することができなかったものとみられる。 

   また、申立人は、保険料について、前年の収入額に応じた額を前納により納

付していたと主張するが、国民年金の保険料額は、前年の収入額に応じて決定

されることはなく、主張に不合理な点が見受けられる。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡厚生年金 事案 4501（事案 4341の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年１月７日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 21年８月 20日から 24年８月 31日まで 

    Ａ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｂ支店）に所属し、Ｂ支店内のＤ担当として勤

務していた期間について、厚生年金保険の被保険者記録が確認できなかっ

たため、年金記録確認第三者委員会に被保険者記録の訂正を申し立てたと

ころ、年金記録の訂正は認められなかった。 

今回、新たな資料は無いが、両申立期間において、Ａ社Ｂ支店内でＤ担当

として勤務していたことは間違いないため、再度調査の上、当該期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社Ｂ支店が保管する申立人

の人事記録によれば、申立人の退職日は昭和 20年９月 30日と記録されており、

申立期間における申立人の勤務実態が確認できないこと、ⅱ）Ｃ社Ｂ支店は、

「申立人に係る人事記録では、申立人は昭和 20年９月 30日付けで整理・解職

により当社を退職していることが確認できることから、退職日後である申立期

間については、当社に勤務していなかった可能性が高いと思われる。」と回答

していること、ⅲ）Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

れば、申立人は同社において、昭和 20年９月 30日に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失し、24 年９月１日に同資格を再取得していることが確認でき、当

該記録はオンライン記録と一致していること、ⅳ）申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認



  

できる関連資料及び供述を得ることができないことなどを理由として、既に当

委員会の決定に基づき平成 23 年 12 月 15 日付けで年金記録の訂正が必要とま

では言えないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、申立期間を変更し、申立事業所についても、自身が昭和

43 年当時作成した履歴書に「Ｂ支店内Ｄ担当として（下請）」の記載が確認

できることからＡ社Ｂ支店の下請として厚生年金保険に加入していた可能性が

あるとして、再度申立てを行っているが、申立人は下請事業所の名称、所在地

等について不明としており、事業所を特定できないことから、申立人の両申立

期間における勤務実態、厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料

及び供述を得ることができない。 

   このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4502 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月 28日から 60年４月１日まで              

    昭和 56年３月から 60年８月まで申立事業所においてＡ業務に従事してい

たが、専門学校に通学していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険

の被保険者記録が確認できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録によれば、申立人の申立事業所に係る資格取得日は

昭和 56 年４月１日、離職日は 60 年８月 30 日となっており、申立人が申立期

間において申立事業所に在籍していたことが確認できる。 

   しかしながら、申立事業所の社会保険事務を担当していたとする元事業主の

妻は、「専門学校２年目の期間は、当事業所における勤務時間が少ないため

社会保険に加入させることができないので、Ｂ国民健康保険組合に加入させ

ていた。」と供述しており、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚

は、「私が専門学校に通学していた期間はＢ国民健康保険組合に加入してい

た。」と供述しているところ、Ｃ県Ｂ国民健康保険組合が保管する被保険者

台帳により、申立人の昭和 59 年７月６日から 60 年５月 21 日までの期間の被

保険者記録が確認できることから、申立人は、申立期間のうち 59 年７月６日

から 60 年４月１日までの期間においてはＢ国民健康保険組合に加入していた

ことがうかがえる。 

   また、前述の被保険者名簿の備考欄には、申立人が昭和 59年４月 28日に健

康保険及び厚生年金保険被保険者資格を喪失したことに伴い、社会保険事務

所（当時）に健康保険被保険者証を返納したことを示す「59.5.23 証返」の記



  

載が確認できる。 

   さらに、適用事業所名簿によれば、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、当時の事業主は、「当時の資料は保管してい

ない。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険

の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 4503 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年７月まで 

    Ａ社及びＢ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。 

申立期間当時、業務災害により医療機関を受診したこと、当時の上司や同

僚の名前を記憶していること、及び私の妻には申立期間を通して国民年金の

資格記録があることから、申立期間において勤務していたことは事実である

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）並びに同社及びＢ社に係るオンライン記録により、申立人が名前を挙げ

た上司及び同僚の厚生年金保険の被保険者記録が確認できることから判断する

と、勤務期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、申立人の雇用保険の被保険者記録では、昭和 63 年４月１日

から申立期間の一部を含む平成元年 11月 30日までの期間において、Ｃ社に係

る被保険者記録は確認できるものの、申立事業所の被保険者記録は確認できな

い。 

   また、商業登記簿謄本の記録及び被保険者名簿により、申立期間当時のＢ社

の代表取締役に、Ａ社に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できるところ、

当該元代表取締役は、「Ｂ社及びＡ社は同じ敷地内に所在しており、当時、両

社の従業員は業務を兼務していた。しかしながら、申立人に係る記憶は無く、

当時の両社に係る社会保険関係の資料等は保管していない。」と回答している

上、申立人が同社に勤務していた時の専務として名前を挙げた者は、病気療養



  

中のため供述を得ることができない。 

さらに、適用事業所名簿によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなっており、同社に係る商業登記簿謄本の記録により、同社は平

成７年３月 31 日に解散していることが確認できる上、当時の事業主及び取締

役は連絡先が不明であり照会することができない。 

加えて、Ａ社及びＢ社に係るオンライン記録から、申立期間当時、厚生年

金保険の被保険者記録が確認できる同僚 10 人に照会し、７人から回答が得ら

れたところ、このうち５人は、「申立人に係る記憶が無い。」と供述しており、

申立人の名前を記憶していた２人も、「申立人が勤務していたことは記憶して

いるが、勤務期間及び厚生年金保険の加入状況については分からない。」と供

述している上、オンライン記録により確認できる申立期間の厚生年金保険の被

保険者数が、上記複数の同僚が記憶する従業員数より少ないことを踏まえると、

当時、申立事業所では、必ずしも全ての従業員について厚生年金保険に加入さ

せていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、申立期間当時、申立人が業務災害により受診したとする医療機関及

び労働基準監督署では、いずれも、「関係資料を保管していないため、申立人

について確認することができない。」と回答している。 

さらに、被保険者名簿並びにＡ社及びＢ社に係るオンライン記録では、申

立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

なお、申立人の妻に係る年金記録については、申立期間の被保険者資格は

国民年金第１号被保険者となっており、配偶者が厚生年金保険被保険者である

場合の被扶養者が取得する第３号被保険者とはなっていない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


